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(57)【要約】
【課題】プレス機械の動作設定や動作調整において、ユ
ーザにかかる負担を大幅に低減できるようにする。
【解決手段】１プレスサイクル内の各時点毎に、スライ
ド９の動作パターンを定めるための動作速度を設定でき
るように、人が操作可能な入力装置３３を設ける。入力
装置３３は、各時点毎に、駆動モータ７による回転運動
の回転速度とスライド９の昇降運動の昇降速度のいずれ
かを任意に選択し、該選択した回転速度または昇降速度
を該時点の動作速度として設定できるように人が操作可
能である。入力装置３３により各時点毎に設定された動
作速度に基づいて動作パターンを計算する計算装置が設
けられる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加工物を挟んでプレス成形する上金型および下金型と、
　前記上金型を駆動するための駆動モータと、
　前記駆動モータによる回転運動を、前記上金型が固定されたスライドの昇降運動に変換
する変換機構と、を備えるプレス機械であって、
　被加工物を１回プレス成形するための１プレスサイクルにおける前記スライドの動作パ
ターンを記憶する動作パターン記憶装置と、
　前記動作パターンに基づいて前記駆動モータを制御するスライド制御装置と、
　前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記動作パターンを定めるための動作速度を設
定できるように、人が操作可能な入力装置と、を備え、
　前記入力装置は、前記各時点毎に、前記回転運動の回転速度と前記昇降運動の昇降速度
のいずれかを任意に選択し、該選択した前記回転速度または前記昇降速度を該時点の動作
速度として所望の値に設定できるように人が操作可能であり、
　前記入力装置により前記各時点毎に設定された前記動作速度に基づいて前記動作パター
ンを計算する計算装置を、さらに備える、ことを特徴とするプレス機械。
【請求項２】
　前記入力装置は、前記各時点を指定できるように人が操作可能であり、
　前記入力装置は、前記各時点毎に、前記昇降運動の昇降位置と前記回転運動の回転角の
いずれでも当該時点を指定できるように人が操作可能である、ことを特徴とする請求項１
に記載のプレス機械。
【請求項３】
　前記計算装置により計算された前記動作パターンを表示する表示装置を備え、
　前記動作パターンは、次の（Ａ）と（Ｂ）の関係、または、次の（Ｃ）と（Ｄ）の関係
である、ことを特徴とする請求項１または２に記載のプレス機械。
（Ａ）経過時間または経過時間に比例して値が進行する変数
（Ｂ）前記経過時間または前記変数の各値における前記昇降運動の昇降位置、前記昇降運
動の昇降速度、前記回転運動の回転角、もしくは、前記回転運動の回転速度
（Ｃ）前記昇降運動の昇降位置または前記回転運動の回転角
（Ｄ）前記昇降運動の昇降位置または前記回転運動の回転角の各値における前記昇降運動
の昇降速度、もしくは、前記回転運動の回転速度
【請求項４】
　前記表示装置は、次の（ａ），（ｂ）を同時に表示する、ことを特徴とする請求項３に
記載のプレス機械。
（ａ）前記（Ａ）と、前記（Ｂ）の前記昇降位置もしくは前記回転角との関係
（ｂ）前記（Ａ）と、前記（Ｂ）の前記昇降速度もしくは前記回転速度との関係
【請求項５】
　ダイクッション装置を備え、
　このダイクッション装置は
　上金型と下金型との間で被加工物がプレス成形されるプレス成形時に、被加工物を上金
型との間に挟みながら下降する可動部と、
　この可動部にクッション力を付与する駆動装置と、
　前記１プレスサイクルにおける前記クッション力のクッションパターンを記憶するクッ
ションパターン記憶装置と、
　前記クッションパターンに基づいて前記駆動装置を制御するクッション制御装置と、を
備え、
　前記入力装置は、前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記クッションパターンを定
めるためのクッション力を設定できるように、人が操作可能であり、
　前記クッションパターンを定める当該各時点は、前記動作速度の設定に関する前記各時
点のいずれか、または、他の任意の時点である、ことを特徴とする請求項１～４のいずれ
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か一項に記載のプレス機械。
【請求項６】
　前記プレス機械に取り付けられている上金型および下金型を別の上金型および下金型に
変更可能であり、
　前記上金型および下金型毎に、該前記上金型および下金型を示す識別情報と関連付けて
前記動作パターンを記憶するデータ管理装置を備え、
　前記識別情報をデータ管理装置に入力ことで、該識別情報と関連付けられた前記動作パ
ターンが前記制御装置に使用されるようになっている、ことを特徴とする請求項１～５の
いずれか一項に記載のプレス機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プレス機械では、駆動モータによる回転運動をスライドの昇降運動に変換する。スライ
ドの下面には上金型が取り付けられており。上金型の下方には下金型が配置される。これ
ら上金型と下金型との間でパネルなどの被加工物を挟んでプレス成形する。
【０００３】
　駆動モータとしてサーボモータを用いたプレス機械では、１プレスサイクル中にスライ
ドを自由に加速、減速させるようにスライドの動作設定が可能である。これは、サーボモ
ータの回転速度を自在に設定できるからである。なお、１プレスサイクルは、スライドが
、下降して被加工物をプレス成形し、その後、上昇して所定の待機位置へ戻るまでの期間
をいう。
【０００４】
　上述のスライド動作の設定は、１プレスサイクル中の各時点を指定し、各時点毎に動作
速度を設定することで行うことができる。
　１プレスサイクル中の各時点の指定は、スライドの昇降運動の昇降位置または前記回転
運動の回転角によりなされる。前記回転運動の回転角で各時点を指定する場合には、駆動
モータの回転シャフトの回転角で前記各時点を指定するか、もしくは、駆動モータとスラ
イドとの間に連結されているクランク軸の回転角で前記各時点を指定する。
　前記動作速度の指定は、前記昇降運動の昇降速度または前記回転運動の回転速度により
なされる。前記昇降速度で動作速度を設定する場合には、指定した前記各時点毎にスライ
ドの昇降速度を設定する。前記回転運動の回転角で動作速度を設定する場合には、指定し
た前記各時点毎に、駆動モータの回転シャフトの回転速度を設定するか、もしくは、クラ
ンク軸の回転速度を設定する。
【０００５】
　本願の先行技術文献として，例えば下記の特許文献１、２がある。
【特許文献１】特開２００４－１０１６号公報
【特許文献２】特許第４１３１６２７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のスライド動作の設定では、１プレス成形期間の各時点の指定は、前記昇降位置ま
たは回転角のどちらか一方の単位でなされ、前記各時点に対する動作速度の設定は、前記
昇降速度または回転速度のどちらか一方の単位でなされていた。
【０００７】
　このような手法では、次のように、プレス機械の動作設定や動作調整を行うユーザにと
って、負担が大きくなる場合がある。
　即ち、１プレスサイクル中のある時点では動作速度として前記昇降速度を設定し、別の
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時点では動作速度として前記回転速度を設定したい場合には、いずれか一方の時点では昇
降速度から回転速度への単位変換または逆の単位変換が必要になる。このような単位変換
は、プレス機械のユーザにとって大きな負担となっていた。
　なお、１プレスサイクル中のある時点を、前記昇降位置で指定し、別の時点を前記回転
角で指定したい場合にも、いずれか一方の時点の指定では、前記昇降位置から回転角への
単位変換または逆の単位変換が必要になる。このような単位変換も、プレス機械のユーザ
にとって大きな負担となっていた。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、プレス機械の動作設定や動作調整において、ユーザにかかる
負担を大幅に低減できるプレス機械を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明によると、被加工物を挟んでプレス成形する上金型お
よび下金型と、
　前記上金型を駆動するための駆動モータと、
　前記駆動モータによる回転運動を、前記上金型が固定されたスライドの昇降運動に変換
する変換機構と、を備えるプレス機械であって、
　被加工物を１回プレス成形するための１プレスサイクルにおける前記スライドの動作パ
ターンを記憶する動作パターン記憶装置と、
　前記動作パターンに基づいて前記駆動モータを制御するスライド制御装置と、
　前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記動作パターンを定めるための動作速度を設
定できるように、人が操作可能な入力装置と、を備え、
　前記入力装置は、前記各時点毎に、前記回転運動の回転速度と前記昇降運動の昇降速度
のいずれかを任意に選択し、該選択した前記回転速度または前記昇降速度を該時点の動作
速度として所望の値に設定できるように人が操作可能であり、
　前記入力装置により前記各時点毎に設定された前記動作速度に基づいて前記動作パター
ンを計算する計算装置を、さらに備える、ことを特徴とするプレス機械が提供される。
【００１０】
　上述の本発明のプレス機械では、前記入力装置は、人の操作により、前記回転運動の回
転速度と前記昇降運動の昇降速度のいずれかを任意に選択し、該選択した前記回転速度ま
たは前記昇降速度を該時点の動作速度として設定できように構成され、計算装置は、前記
入力装置により前記各時点毎に設定された前記動作速度に基づいて前記動作パターンを計
算するので、ある時点では前記回転速度を動作速度として設定し、別の時点では前記昇降
速度を動作速度として設定したい場合に回転速度と昇降速度との間で単位変換する計算を
、ユーザが行う必要がなくなる。従って、プレス機械調整においてユーザにかかる負担が
大幅に低減される。
　特に、本発明は次の場合に非常に有効である。上金型および下金型が被加工物に接触し
てプレス成形を行っているプレス成形期間については、スライドの昇降速度を調整するこ
とで被加工物の成形性を調整できるので、プレス成形期間では前記昇降速度を直接設定し
たい場合がある。一方、スライドが下死点に到達した後は、スライドをできるだけ早く上
昇させたいため、前記回転運動の最大回転速度を直接設定したい場合がある。これについ
て、本発明では、プレス成形期間では前記昇降速度を直接設定することで成形性を調整し
、これと同時に、スライドが下死点に到達した以降では回転運動の最大回転速度を直接設
定することが可能になり、非常に有効である。
　さらに、本発明では、プレス成形中においてスライドの下降速度を変化させる設定も可
能である。例えば、プレス成形中の任意の前記昇降位置（例えば下死点）でスライドを停
止させる設定も可能であり、この昇降位置から駆動モータを逆回転させてスライドを上昇
させる設定も可能である。これにより、被加工物が上金型または下金型に流れ込む量を細
かく制御することが可能となり、「割れ」や「しわ」の発生を抑制することが可能となる
。よって、本発明により、従来技術より自由度の高い動作設定が実現され、ユーザの設定
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に対する制約が大幅に緩和される。
　また、駆動モータが逆回転する戻り区間においても、この逆回転により一旦上昇したス
ライドを停止させ、さらに、駆動モータの回転を反転させて正回転に戻すことで、（再度
）下死点を通過させるような設定も可能であり、従来技術よりも、動作設定の制約を大幅
に緩和させることができる。
【００１１】
　本発明の好ましい実施形態によると、前記入力装置は、前記各時点を指定できるように
人が操作可能であり、
　前記入力装置は、前記各時点毎に、前記昇降運動の昇降位置と前記回転運動の回転角の
いずれでも当該時点を指定できるように人が操作可能である。
【００１２】
　前記入力装置は、前記各時点毎に、前記昇降運動の昇降位置と前記回転運動の回転角の
いずれでも当該時点を指定できるように人が操作可能であるので、ある時点は前記昇降位
置で指定し、別の時点は前記回転角で指定したい場合に、前記昇降位置と前記回転角との
間で単位変換する計算をユーザが行う必要がなくなる。従って、プレス機械調整において
ユーザにかかる負担が大幅に低減される。
【００１３】
　また、本発明の好ましい実施形態によると、前記計算装置により計算された前記動作パ
ターンを表示する表示装置を備え、
　前記動作パターンは、次の（Ａ）と（Ｂ）の関係、または、次の（Ｃ）と（Ｄ）の関係
である。
（Ａ）経過時間または経過時間に比例して値が進行する変数
（Ｂ）前記経過時間または前記変数の各値における前記昇降運動の昇降位置、前記昇降運
動の昇降速度、前記回転運動の回転角、もしくは、前記回転運動の回転速度
（Ｃ）前記昇降運動の昇降位置または前記回転運動の回転角
（Ｄ）前記昇降運動の昇降位置または前記回転運動の回転角の各値における前記昇降運動
の昇降速度、もしくは、前記回転運動の回転速度
【００１４】
　このように、上述の動作パターンを表示装置により表示できるので、動作パターンを表
示装置上で確認できる。従って、動作パターンの設定ミスを防止でき、動作パターンの設
定調整に便利である。
　好ましくは、前記表示装置は、前記動作パターンをグラフで表示する。これにより、動
作パターンを視覚的に確認できる。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態によると、前記表示装置は、次の（ａ），（ｂ）を同時に表
示する。
（ａ）前記（Ａ）と、前記（Ｂ）の前記昇降位置もしくは前記回転角との関係
（ｂ）前記（Ａ）と、前記（Ｂ）の前記昇降速度もしくは前記回転速度との関係
【００１６】
　このように、前記（ａ），（ｂ）を同時に表示することで、１プレスサイクルの全体に
わたって、前記昇降位置もしくは前記回転角の時間変化を確認できるだけでなく、これと
同時に、前記昇降速度もしくは前記回転速度の時間変化も確認できる。
【００１７】
　また、本発明の好ましい実施形態によると、ダイクッション装置を備え、
　このダイクッション装置は
　上金型と下金型との間で被加工物がプレス成形されるプレス成形時に、被加工物を上金
型との間に挟みながら下降する可動部と、
　この可動部にクッション力を付与する駆動装置と、
　前記１プレスサイクルにおける前記クッション力のクッションパターンを記憶するクッ
ションパターン記憶装置と、
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　前記クッションパターンに基づいて前記駆動装置を制御するクッション制御装置と、を
備え、
　前記入力装置は、前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記クッションパターンを定
めるためのクッション力を設定できるように、人が操作可能であり、
　前記クッションパターンを定める当該各時点は、前記動作速度の設定に関する前記各時
点のいずれか、または、他の任意の時点である。
【００１８】
　このように、前記入力装置は、前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記クッション
パターンを定めるためのクッション力を設定できるように、人が操作可能であるので、ス
ライドの動作パターンに合わせたクッションパターンを簡単に設定できる。従って、スラ
イドの動作パターンに合わせたクッションパターン設定の複雑さを解消でき、ユーザによ
るクッション力の設定・調整負担が大幅に低減される。
　例えば、表示装置に表示された動作パターンを確認しながら、各時点毎にクッション力
を設定でき、ユーザによるクッション力調整負担が大幅に低減される。
また、前記クッションパターンを定める各時点は、前記動作速度が設定された前記各時点
以外の任意の時点であってもよいので、前記動作速度が設定された時点以外の時点で、ク
ッション力を設定または変更したい場合でも、このような設定、変更を容易に行うことが
でき、ユーザによるクッション力の設定・調整負担が大幅に低減される。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態によると、前記プレス機械に取り付けられている上金型およ
び下金型を別の上金型および下金型に変更可能であり、
　前記上金型および下金型毎に、該前記上金型および下金型を示す識別情報と関連付けて
前記動作パターンを記憶するデータ管理装置を備え、
　前記識別情報をデータ管理装置に入力ことで、該識別情報と関連付けられた前記動作パ
ターンが前記制御装置に使用されるようになっている。
【００２０】
　このように、前記識別情報をデータ管理装置に入力することで、該識別情報と関連付け
られた前記動作パターンが前記制御装置に自動的に使用されるようになっているので、金
型変更時のプレス機械動作設定において、ユーザにかかる負担が大幅に低減される。
【発明の効果】
【００２１】
　上述した本発明によると、プレス機械の動作設定や動作調整において、ユーザにかかる
負担を大幅に低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明を実施するための最良の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図におい
て共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
【００２３】
　図１は、本発明が適用可能なプレス機械１０の構成図である。図１に示すように、プレ
ス機械１０は、被加工物１を挟んでプレス成形する上金型３および下金型５と、上金型３
を駆動するための駆動モータ７と、駆動モータ７による回転運動を、上金型３が固定され
たスライド９の昇降運動に変換する変換機構１１と、を備える。駆動モータ７は、回転角
、回転速度が自在に制御されるサーボモータである。変換機構１１は、自身の１回転をス
ライド９の１往復運動に変換するものであり、図１の例ではクランク軸である。なお、本
発明は、クランク軸を用いたクランクプレスに適用できるだけでなく、クランクレスプレ
ス、リンクプレス、ナックルプレスなどにも適用可能である。図１の例では、変換機構１
１には、駆動モータ７からピニオン１３とメインギヤ１５を介して回転駆動力が伝達され
る。コネクティングロッド１７によりクランク軸１１とスライド９が連結されている。ま
た、本発明は、図１のようにスライド９を１箇所（コネクティングロッド１７の連結箇所
）で駆動するプレス機械１０に適用できるだけでなく、２箇所、４箇所など複数箇所でス
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ライド９を駆動するクランクプレス、クランクプレス、リンクプレスなどのプレス機械１
０にも適用可能である。
【００２４】
　プレス機械１０は、さらに、スライド動作を制御するために、動作パターン記憶装置１
９とスライド制御装置２１を備える。動作パターン記憶装置１９は、被加工物１を１回プ
レス成形するための１プレスサイクルにおけるスライド９の動作パターンを記憶する。ス
ライド制御装置２１は、前記動作パターンに基づいて駆動モータ７を制御する。動作パタ
ーンについては後で詳しく説明する。
【００２５】
　図１のプレス機械１０には、ダイクッション装置２３が設けられる。ダイクッション装
置２３は、被加工物１が上金型３と下金型５との間でプレス成形されるプレス成形時に被
加工物１を上金型３との間に挟みながら下降する可動部２５と、可動部２５に上向きのク
ッション力を付与する駆動装置２７を備える。可動部２５は、プレス成形時に被加工物１
に接触して被加工物１を上金型３との間に挟むブランクホルダ２５ａと、ブランクホルダ
２５ａを下方から支持するクッションピン２５ｂと、クッションピン２５ｂを下方から支
持するクッションプレート２５ｃと、を有する。
【００２６】
　ダイクッション装置２３は、クッション力を制御するために、クッションパターン記憶
装置２９とクッション制御装置３１を備える。クッションパターン記憶装置２９は、駆動
装置２７に対して定められたクッション力パターンを記憶する。クッション制御装置３１
は、クッション力パターンに基づいて駆動装置２７を制御する。クッション力パターンに
ついては後で詳しく説明する。
【００２７】
　図２は、クランク軸１１の回転角θとスライド９の昇降位置ｙとの関係を示す図である
。図２において、ｌ１は、クランク軸１１の偏心距離であり、ｌ２は、コネクティングロ
ッド１７の長さである。θとｙの関係式は、次の［数１］のようになる。
【数１】

【００２８】
　［数１］から分かるように、回転角θと昇降位置ｙの関係は非線形関数であり、クラン
ク軸１１を一定回転速度で回転させた場合は、スライド９の昇降速度が一定速度ではなく
なり、逆にスライド９の昇降速度を一定速度とした場合は、クランク軸１１の回転速度が
一定速度ではなくなる。
【００２９】
　これについて、スライド９の昇降運動を考えた場合、スライド９が被加工物１をプレス
成形する際の成型性は、スライド９の昇降速度に依存する。よって、プレス成形中は、ス
ライド９の昇降速度を直接制御できることが望ましい。
　また、スライド９を最も早く上下させるには、クランク軸１１を駆動している駆動モー
タ７またはクランク軸１１を最高回転速度で回転させることが望ましい。この場合、クラ
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ンク角速度を制御できることが望ましい。
　そこで、以下で説明する本発明の実施形態では、ユーザがスライド９の昇降速度を指定
したい区間については、スライド９の昇降速度を直接設定・制御し、かつ、それ以外の区
間は、駆動モータ７またはクランク軸１１の回転速度を直接設定・制御できるようにする
。
【００３０】
［第１実施形態］
（動作設定装置の構成）
　図３は、第１実施形態による、プレス機械１０に設けられる動作設定装置２０の構成を
示す。動作設定装置２０は、入力装置３３、表示装置３５および計算装置３７を備える。
入力装置３３は、人が操作可能なキーボード、マウス、タッチパネルなどであり、この操
作により動作パターンを定めることができるものである。動作パターンは、前記１プレス
サイクル内の各時点毎に、スライド動作に関する動作速度を定めたものに基づいて求めら
れる。
【００３１】
（時点の指定）
　入力装置３３を人が操作することで、前記動作速度を設定するための前記各時点を指定
できるようになっている。即ち、入力装置３３は、前記各時点を指定できるように人が操
作可能である。また、入力装置３３による前記各時点の指定は、前記昇降運動の昇降位置
と前記回転運動の回転角のいずれでも指定できるようになっている。即ち、入力装置３３
は、前記各時点毎に、前記昇降運動の昇降位置と前記回転運動の回転角のいずれでも当該
時点を指定できるように人が操作可能である。
　図４は、表示装置３５により表示される入力画面の一例である。図４では、１プレスサ
イクル中の各時点（６つの時点）が指定されている。入力装置３３により指定した時点の
数値には、下線が引かれている。具体的には、時点１を、クランク軸１１の回転運動の回
転角θで０．０ｄｅｇ（即ち、スライド９の初期位置）と指定し、時点２を、スライド９
の昇降位置ｙで４５０．００ｍｍと指定し、時点３を、スライド９の昇降位置ｙで３００
．００ｍｍと指定し、時点４を、クランク軸１１の回転運動の回転角θで１６０．０ｄｅ
ｇと指定し、時点５を、クランク軸１１の回転運動の回転角θで１８０．０ｄｅｇ（即ち
、スライド９の下死点）と指定し、時点６を、クランク軸１１の回転運動の回転角θで３
６０．０ｄｅｇ（即ち、スライド９の初期位置）と指定している。
　クランク軸１１の回転角θで指定した各時点１、４～６については、この回転角θに対
応するスライド９の昇降位置ｙが、計算装置３７に自動計算されて図４のように表示され
る。一方、スライド９の昇降位置ｙで指定した各時点２、３については、この昇降位置ｙ
に対応する回転角θが、計算装置３７に自動計算されて図４のように表示される。
【００３２】
（動作速度の設定）
　前記各時点を指定したら、指定した各時点毎に、入力装置３３により動作速度を設定で
きる。即ち、入力装置３３は、前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記動作パターン
を定めるための動作速度を設定できるように、人が操作可能である。また、入力装置３３
により、前記各時点毎に、前記回転運動の回転速度と前記昇降運動の昇降速度のいずれか
を任意に選択し、該選択した速度を該時点の動作速度として任意の値に設定できる。即ち
、前記入力装置３３は、前記各時点毎に、前記回転運動の回転速度と前記昇降運動の昇降
速度のいずれかを任意に選択し、該選択した回転速度または昇降速度を該時点の動作速度
として設定できるように人が操作可能である。
　図４において、入力装置３３により設定した動作速度の数値には、下線が引かれている
。図４の例では、時点１の動作速度として、クランク軸１１の回転速度２０．０ｓｐｍ (
ｓｔｒｏｋｅ ｐｅｒ ｍｉｎｕｔｅ)を設定し、時点２の動作速度として、クランク軸１
１の回転速度８．０ｓｐｍを設定し、時点３の動作速度として、スライド９の昇降速度－
５００．０ｍｍ／ｓｅｃを設定し、時点４の動作速度として、スライド９の昇降速度－５
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００．０ｍｍ／ｓｅｃを設定し、時点５の動作速度として、クランク軸１１の回転速度２
０．０ｓｐｍ を設定し、時点６の動作速度として、クランク軸１１の回転速度２０．０
ｓｐｍ を設定している。
　クランク軸１１の回転速度を設定した各時点１，２、５、６については、設定した回転
速度に対応するスライド９の昇降速度が、計算装置３７に自動計算されて図４のように表
示される。一方、スライド９の回転速度を設定した各時点３、４については、設定した回
転速度に対応するクランク軸１１の回転速度が、計算装置３７に自動計算されて図４のよ
うに表示される。
【００３３】
（動作パターンの計算と表示）
　入力装置３３による入力データから動作パターンが計算される。即ち、計算装置３７は
、前記各時点毎に設定された前記動作速度に基づいて前記動作パターンを計算する。計算
された動作パターンは、表示装置３５により表示される。計算される前記動作パターンは
、次の（Ａ）と（Ｂ）の関係、または、次の（Ｃ）と（Ｄ）の関係である。
（Ａ）経過時間または経過時間に比例して値が進行する変数
（Ｂ）前記経過時間または前記変数の各値における前記昇降運動の昇降位置、前記昇降運
動の昇降速度、前記回転運動の回転角、もしくは、前記回転運動の回転速度
（Ｃ）前記昇降運動の昇降位置または前記回転運動の回転角
（Ｄ）前記昇降運動の昇降位置または前記回転運動の回転角の各値における前記昇降運動
の昇降速度、もしくは、前記回転運動の回転速度
　前記表示装置３５は、次の（ａ），（ｂ）を同時に表示してもよい。
（ａ）前記（Ａ）と、前記（Ｂ）の前記昇降位置もしくは前記回転角との関係
（ｂ）前記（Ａ）と、前記（Ｂ）の前記昇降速度もしくは前記回転速度との関係
【００３４】
　図５（Ａ）～（Ｃ）、図６（Ａ）、（Ｂ）は、入力装置３３による入力データに基づい
て計算装置３７が計算した動作パターンの例を示すグラフであり、表示装置３５に表示さ
れる。図５（Ａ）では、横軸が時間を示し縦軸がスライド９の昇降位置を示し、図５（Ｂ
）では、横軸が時間を示し縦軸がスライド９の昇降速度を示し、図５（Ｃ）では、横軸が
時間を示し縦軸がクランク軸１１の回転速度を示している。図６（Ａ）では、横軸がスラ
イド９の昇降位置を示し縦軸がスライド９の昇降速度を示し、図６（Ｂ）では、横軸がク
ランク軸１１の回転角を示し縦軸がクランク軸１１の回転速度を示している。図５、図６
に示すように、指定された各時点の間は、スライド９の昇降位置、昇降速度、回転速度が
横軸の値（時間、スライドの昇降位置、クランク軸の回転角）に対して連続的に変化する
ように計算装置３７に計算・補間される。図５（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、図６（Ａ）、（
Ｂ）の動作パターンのうち、いずれか１つが計算装置３７により計算され表示装置３５に
表示されてもよいし、複数または全部が計算装置３７により計算され表示装置３５に表示
されてもよい。なお、図５（Ａ）～（Ｃ）において、横軸が時間を示しているが、時間の
代わりに、１プレスサイクル中に時間経過に比例して値が進行する他の変数を使用しても
よい。
【００３５】
（動作パターンの記憶）
　計算装置３７は、スライド制御装置２１の構成に合う動作パターンを、上述のように計
算して動作パターン記憶装置１９へ出力し動作パターン記憶装置１９に記憶させる。計算
装置３７が複数の動作パターンを計算する場合には、計算された１または複数の動作パタ
ーンのうち、スライド制御装置２１の構成に合うものが、計算装置３７から動作パターン
記憶装置１９へ出力され、動作パターン記憶装置１９に記憶される。即ち、スライド制御
装置２１が、１プレスサイクル中の各時点毎に、前記昇降運動の昇降位置を検出し、この
検出値に基づいて、駆動モータ７への供給電力を制御する場合には、動作パターン記憶装
置１９に記憶される動作パターンは、前記経過時間または前記変数と、この経過時間また
は前記変数の各値における前記昇降運動の昇降位置との関係である。スライド制御装置２



(10) JP 2010-75987 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

１が、１プレスサイクル中の各時点毎に、前記昇降運動の昇降速度を検出し、この検出値
に基づいて、駆動モータ７への供給電力を制御する場合には、動作パターン記憶装置１９
に記憶される動作パターンは、前記経過時間または前記変数と、この経過時間または前記
変数の各値における前記昇降運動の昇降速度との関係である。スライド制御装置２１が、
１プレスサイクル中の各時点毎に、前記回転運動の回転角（クランク軸１１または駆動モ
ータ７の回転角）を検出し、この検出値に基づいて、駆動モータ７への供給電力を制御す
る場合には、動作パターン記憶装置１９に記憶される動作パターンは、前記経過時間また
は前記変数と、この経過時間または前記変数の各値における前記回転運動の回転角（クラ
ンク軸１１または駆動モータ７の回転角）との関係である。スライド制御装置２１が、１
プレスサイクル中の各時点毎に、前記回転運動の回転速度（クランク軸１１または駆動モ
ータ７の回転速度）を検出し、この検出値に基づいて、駆動モータ７への供給電力を制御
する場合には、動作パターン記憶装置１９に記憶される動作パターンは、前記経過時間ま
たは前記変数と、この経過時間または前記変数の各値における前記回転運動の回転速度（
クランク軸１１または駆動モータ７の回転速度）との関係である。
【００３６】
（動作パターンに基づく制御）
　スライド制御装置２１は、前記昇降運動の昇降位置、前記昇降運動の昇降速度、前記回
転運動の回転角、もしくは、前記回転運動の回転速度を、動作位置または動作速度として
検出するスライド動作用検出器（図示せず）を備える。スライド動作用検出器は、例えば
、昇降位置を検出する場合には、リニアエンコーダであり、昇降速度を検出する場合には
、リニアエンコーダによる位置検出値を時間微分するものであり、回転角を検出する場合
には、ロータリーエンコーダであり、回転速度を検出する場合には、ロータリーエンコー
ダによる回転角検出値を時間微分するものであってよい。
　スライド制御装置２１は、１プレスサイクル中における経過時間の各値の時点で、スラ
イド動作用検出器による検出値および動作パターンに基づいて、前記動作位置または動作
速度が、動作パターンで定められた当該時点の前記動作位置または動作速度となるように
、ドライバ７ａを介して駆動モータ７への供給電力を制御する。この制御方式としては、
例えば、フィードバック制御や、フィードバック制御とフィードフォワード制御の組み合
わせなどがある。
【００３７】
　第１実施形態によると、上述の本発明のプレス機械では、入力装置３３は、人の操作に
より、前記回転運動の回転速度と前記昇降運動の昇降速度のいずれかを任意に選択し、該
選択した前記回転速度または前記昇降速度を該時点の動作速度として設定できように構成
され、計算装置３７は、入力装置３３により前記各時点毎に設定された前記動作速度に基
づいて前記動作パターンを計算するので、ある時点では前記回転速度を動作速度として設
定し、別の時点では前記昇降速度を動作速度として設定したい場合に回転速度と昇降速度
との間で単位変換する計算を、ユーザが行う必要がなくなる。従って、プレス機械調整に
おいてユーザにかかる負担が大幅に低減される。
　特に、本発明は次の場合に非常に有効である。１対の金型が被加工物１に接触してプレ
ス成形を行っているプレス成形期間については、スライド９の昇降速度を調整することで
被加工物１の成形性を調整できるので、プレス成形期間では前記昇降速度を直接設定した
い場合がある。一方、スライド９が下死点に到達した後は、スライド９をできるだけ早く
上昇させたいため、前記回転運動の最大回転速度を直接設定したい場合がある。これにつ
いて、本発明は、プレス成形期間では前記昇降速度を直接設定することで成形性を調整し
、これと同時に、スライド９が下死点に到達した以降では回転運動の最大回転速度を直接
設定することを可能にし、非常に有効である。
【００３８】
（スライドの停止）
　上述の第１実施形態において、プレス成形中の任意の前記昇降位置（例えば下死点）で
スライド９を停止させる設定も可能である。この場合、入力装置３３を人が操作すること
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で、スライド９を停止させたい区間の開始時点と終了時点とを指定することができる。た
だし、入力装置３３を人が操作することで、開始時点から終了時点までの経過時間も合わ
せて設定する。この開始時点と終了時点の各々は、前記昇降運動の昇降位置と前記回転運
動の回転角のいずれによっても指定できる。なお、停止しているので、開始時点と終了時
点は同じである。また、入力装置３３を人が操作することで、この開始時点と終了時点の
各々について、前記回転運動の回転速度と前記昇降運動の昇降速度のいずれかを任意に選
択し、該選択した前記回転速度または前記昇降速度を該時点の動作速度としてゼロに設定
する。この場合における他の点は、上述した内容（即ち、（動作設定装置の構成）～（動
作パターンに基づく制御）までの内容）と、同じであってよい。即ち、前記開始時点と終
了時点を上述した各時点と同様に扱うことができる。
【００３９】
（駆動モータの逆回転）
　また、プレス成形中（スライド９の下死点を含む）の所望の時点から駆動モータ７（サ
ーボモータ）を逆回転させてスライド９を上昇させる設定も可能である。この場合、入力
装置３３を人が操作することで、駆動モータ７を逆回転させたい区間の開始時点と終了時
点とを指定することができる。この開始時点と終了時点の各々は、前記昇降運動の昇降位
置と前記回転運動の回転角のいずれによっても指定できる。さらに、入力装置３３を人が
操作することで、この開始時点と終了時点の各々について、前記回転運動の回転速度と前
記昇降運動の昇降速度のいずれかを任意に選択し、該選択した前記回転速度または前記昇
降速度を該時点の動作速度として任意の値に設定できる。この場合における他の点は、上
述した内容（即ち、（動作設定装置の構成）～（動作パターンに基づく制御）までの内容
）と同じであってよい。即ち、前記開始時点と終了時点を上述の各時点と同様に扱うこと
ができる。なお、前記終了時点以降の時点については、上述した内容と同じである。
【００４０】
　このように、プレス成形中の任意の前記昇降位置でスライド９を停止させる設定や、プ
レス成形中の所望の時点から駆動モータ７を逆回転させてスライド９を上昇させる設定が
可能であるので、種々の運転形態に対応することが可能となる。従って、プレスを停止さ
せたり逆転させたりする場合のプレス機械調整において、ユーザにかかる負担が大幅に低
減される。
　また、駆動モータ７の逆回転により、成形中に一旦上金型３を被加工物１から引き離す
動作を行うことにより成形性が向上することがある。
　さらに、成形完了後に駆動モータ７を逆回転させることで、下死点にあるスライド９を
上昇させ、下金型５を切り替えて、穴あけや切り落としなどの追加工を行うことが可能と
なる。
【００４１】
　入力装置３３は、前記各時点毎に、前記昇降運動の昇降位置と前記回転運動の回転角の
いずれでも当該時点を指定できるように人が操作可能であるので、ある時点は前記昇降運
動の位置で指定し、別の時点は前記回転運動の回転角で指定したい場合に、前記昇降運動
の位置と前記回転運動の回転角との間で単位変換する計算をユーザが行う必要がなくなる
。従って、プレス機械調整においてユーザにかかる負担が大幅に低減される。
【００４２】
　上述の動作パターンを表示装置３５により表示できるので、動作パターンを表示装置３
５上で視覚的に確認できる。従って、動作パターンの設定ミスを防止でき、動作パターン
の設定調整に便利である。
【００４３】
　表示装置３５が前記（ａ），（ｂ）を同時に表示することで、１プレスサイクルの全体
にわたって、前記昇降位置もしくは前記回転角の時間変化を確認できるだけでなく、これ
と同時に、前記昇降速度もしくは前記回転速度の時間変化も確認できる。
【００４４】
［第２実施形態］
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　本発明の第２実施形態による動作設定装置２０は、第１実施形態の構成と以下で説明す
る構成とを有する。
【００４５】
　上述のように、駆動モータ７としてサーボモータを使用する場合には、スライド９の動
作速度を各時点毎に自在に設定できる。そのため、第２実施形態では、スライド動作が変
化する各時点毎に、クッション力を設定できるようにする。
【００４６】
　第２実施形態では、入力装置３３は、前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記クッ
ションパターンを定めるためのクッション力を設定できるように、人が操作可能である。
【００４７】
（クッション力の設定）
　図７は、表示装置３５により表示される入力画面である。図７の「クッションパターン
設定」において、下線が引いてある数値が、入力装置３３により設定した値である。図７
の例では、第１実施形態の図４で指定された時点毎に、クッション力を設定している。具
体的には、時点３のクッション力に２００ｔｏｎを設定し、時点４のクッション力に２０
０ｔｏｎを設定している。
　時点１、２はプレス成形中ではないので、時点１、２のクッション力は自動的に０ｔｏ
ｎに設定されている。代わりに、時点１、２のクッション位置（即ち、ブランクホルダ２
５ａの待機高さ）を、人が入力装置３３を操作して設定可能である。この例では、時点１
、２のクッション位置を３００．００ｍｍに設定している。また、図７には、図４の時点
５、６が示されていないが、時点５、６もプレス成形中ではないので、時点５、６のクッ
ション力も自動的に０ｔｏｎに設定されている。なお、プレス成形中以外の各時点におい
ても、人が入力装置３３を操作してクッション力を設定してもよい。また、プレス成形中
（例えば時点３、４）は、スライド９と可動部２５が一体となって下降するので、クッシ
ョン位置は、スライド９の昇降位置に等しい。
【００４８】
　図８は、図７の設定に基づいて決定されるダイクッション装置２３のクッションパター
ンを示すグラフであり、表示装置３５に表示される。図８の上側のグラフは、時間に対す
るクッション位置（即ち、ブランクホルダ２５ａの高さ）を示している。図８の上側のグ
ラフにおいて、時間に対するスライド９の昇降位置も示している。図８の下側のグラフは
、時間に対するクッション力を示している。即ち、図８の下側のグラフは、図７の設定に
基づいて計算装置３７により計算されるクッションパターンを示すグラフである。
　図８の下側のグラフから分かるように、この例では、各時点は、クッション力が不連続
的に切り替わる時点となっている。このように、各時点に設定されたクッション力は、当
該時点から当該時点の直後に指定された時点まで維持されるようになっている。
【００４９】
　また、スライド９の動作速度設定時に指定した時点以外の時点を新たに指定し、この新
たな時点にクッション力を設定するようにしてもよい。
　図９は、新たな時点を指定した場合の入力画面である。図９では、第１実施形態の図４
で指定された時点１～６以外に、時点３と時点４の間に新たな時点αを指定している。新
たな時点の指定方法は、第１実施形態と同じであり、入力装置３３を人が操作することで
行われる。図９では、新たな時点αを、「クッションパターン設定」のクッション位置（
即ち、スライド９の昇降位置）で指定している。また、図９の「スライドパターン設定」
において、時点αでは、計算装置３７により計算された前記動作パターンに基づいて各値
が表示されている。
　この新たな時点αにもクッション力を設定することができる。この設定も、上述と同様
に入力装置３３を人が操作することで行われる。図９の「クッションパターン設定」にお
いて、下線が引いてある数値が、入力装置３３により設定した値である。具体的には、図
９の例では、時点３のクッション力を２００ｔｏｎに設定し、時点αのクッション力を１
５０ｔｏｎに設定し、時点４のクッション力を１５０ｔｏｎに設定し、時点５のクッショ
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ン力を０ｔｏｎに設定し、図示しない他の時点１、２、６のクッション力も０ｔｏｎに設
定している。
【００５０】
　図１０は、図９の設定に基づいて決定されるダイクッション装置２３の動作を示すグラ
フであり、表示装置３５に表示される。図１０の上側のグラフは、時間に対するクッショ
ン位置を示している。図１０の上側のグラフにおいて、時間に対するスライド９の昇降位
置も示している。図１０の下側のグラフは、時間に対するクッション力を示している。即
ち、図１０の下側のグラフは、図９の設定に基づいて計算装置３７により計算されるクッ
ションパターンを示すグラフである。
　図１０の下側のグラフから分かるように、この例では、各時点は、クッション力が不連
続的に切り替わる時点となっている。従って、各時点に設定されたクッション力は、当該
時点から当該時点の直後に指定された時点まで維持されるようになっている。
【００５１】
（クッションパターンに基づく制御）
　クッション制御装置３１は、クッション力を検出するクッション用検出器を備える。ク
ッション制御装置３１は、１プレスサイクル中における経過時間の各値の時点で、クッシ
ョン用検出器によるクッション力の検出値およびクッションパターンに基づいて、クッシ
ョン力が、クッションパターンで定められた当該時点のクッション力となるように、駆動
装置２７の制御対象部２７ａを制御する。この制御方式としては、例えば、フィードバッ
ク制御や、フィードバック制御とフィードフォワード制御の組み合わせなどがある。
　図１の例のように駆動装置２７が油圧シリンダによるものである場合、制御対象部２７
ａは、サーボ弁であり、クッション用検出器は、例えば、シリンダの上室の油圧と下室の
油圧を検出し、これら検出値からクッション力を検出する。
【００５２】
　第２実施形態によると、入力装置３３は、前記１プレスサイクル内の各時点毎に、前記
クッションパターンを定めるためのクッション力を設定できるように、人が操作可能であ
るので、スライド９の動作パターンに合わせたクッションパターンを簡単に設定できる。
従って、スライド９の動作パターンに合わせたクッションパターン設定・調整の複雑さを
解消でき、ユーザによるクッション力の設定・調整負担が大幅に低減される。
　例えば、表示装置３５に表示されたスライドの前記動作パターンを確認しながら、各時
点毎にクッション力を設定でき、ユーザによるクッション力調整負担が大幅に低減される
。
【００５３】
［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態による動作設定装置２０は、第１実施形態または第２実施形態の
構成と以下で説明する構成とを有する。
【００５４】
　プレス機械１０では、上金型３および下金型５を別の種類の上金型３および下金型５に
変更可能である。この場合、動作設定装置２０は、上金型３および下金型５毎に、上金型
３および下金型５を示す識別情報と関連付けて前記動作パターンとクッションパターンを
記憶するデータ管理装置３９を備える。
【００５５】
　前記識別情報をデータ管理装置３９に入力することで、該識別情報と関連付けられた前
記動作パターンがスライド制御装置２１に自動的に使用され、該識別情報と関連付けられ
た前記クッションパターンがクッション制御装置３１に自動的に使用されるようになって
いる。この入力は、入力装置３３または別の入力手段を人が操作することでなされてもよ
いし、識別情報を識別情報保持手段（例えばＩＣタグ）から読み取るなど他の手段により
なされてもよい。
　データ管理装置３９は、前記動作パターン記憶装置１９とクッションパターン記憶装置
２９とから構成されていてもよいし、図１１のように動作パターン記憶装置１９およびク
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ッションパターン記憶装置２９とは別の装置であってもよい。データ管理装置３９が、動
作パターン記憶装置１９およびクッションパターン記憶装置２９とは別の装置である場合
には、プレス機械１０に取り付けている第１の上金型３および下金型５をクッションパタ
ーンを以前に求めた第２の上金型３および下金型５に変更する際には、第２の上金型３お
よび下金型５を示す前記識別情報がデータ管理装置３９に入力されることで、該識別情報
と関連付けられた前記動作パターンが、自動的に動作パターン記憶装置１９へ出力され動
作パターン記憶装置１９に記憶され、該識別情報と関連付けられた前記クッションパター
ンが、自動的にクッションパターン記憶装置２９へ出力されクッションパターン記憶装置
２９に記憶される。
【００５６】
　第３実施形態によると、前記識別情報をデータ管理装置３９に入力することで、該識別
情報と関連付けられた前記動作パターンがスライド制御装置２１に使用され、該識別情報
と関連付けられた前記クッションパターンがクッション制御装置３１に使用されるように
なっているので、金型変更時のプレス機械動作設定において、ユーザにかかる負担が大幅
に低減される。
【００５７】
　本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更
を加え得ることは勿論である。
【００５８】
　例えば、上述の第１～第３実施形態では、駆動モータ７による回転運動の回転角、回転
速度として、主に、クランク軸１１の回転角、回転速度を指定または設定するように説明
したが、駆動モータ７による回転運動の回転角、回転速度として、駆動モータ７の回転角
、回転速度を指定または設定してもよい。
【００５９】
　上述の第１～第３実施形態では、スライド９の動作速度またはクッション力を各時点毎
に設定したが、この設定後に、スライド９の動作速度またはクッション力を各時点毎に変
更することもできる。この変更は、第１～第３実施形態と同様に入力装置３３の操作によ
り行うことができる。この場合も、図４、図７、図９と同じ画面が表示装置３５に表示さ
れてよい。
【００６０】
　入力装置３３により指定できる時点の数は任意であってよい。
【００６１】
　上述の第２実施形態では、計算装置３７は、各時点毎に設定されたクッション力に基づ
いて、各時点でクッション力が不連続的に変化するようにクッションパターンを決定・計
算したが、経過時間に対し連続的にクッション力が変化するようにクッションパターンを
計算してもよい。
【００６２】
　駆動装置２７は、油圧シリンダを用いた装置の代わりに、サーボモータの回転駆動力を
上向きのクッション力に変換する装置であってもよい。この場合、クッション制御装置３
１は、サーボモータに電力を供給するドライバを制御対象部２７ａとして制御するもので
あり、上述のクッション用検出器は、駆動装置２７がクッションプレート２５ｃを押圧す
る箇所に設けられた歪みゲージの歪み検出値に基づいて、クッション力を検出するもので
あってよい。
【００６３】
　クッション制御装置３１は、１プレスサイクル中において、スライド９が可動部２５に
力を作用させていない期間では、クッション位置検出値に基づいてクッション位置を直接
制御する位置制御を行い、スライド９が可動部２５に力を作用させているクッション作動
期間では、クッション力検出値に基づいてクッション力を直接制御する荷重制御を行うも
のであってもよい。この場合でも、本発明では、スライド９の動作に合わせて、クッショ
ン作動期間内の各時点で、クッション力を容易に設定・変更することができる。
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【００６４】
　上述では、駆動モータ７による回転運動の回転角、回転速度を、主にクランク軸１１の
回転角、回転速度として説明したが、駆動モータ７による回転運動の回転角、回転速度は
、駆動モータ７の回転角、回転速度としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明が適用可能なプレス機械の構成図である。
【図２】クランク軸の回転角θとスライドの昇降位置ｙとの関係を示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態による動作設定装置のブロック図である。
【図４】第１実施形態による入力画面の一例を示す。
【図５】計算装置により求められた動作パターンを示すグラフである。
【図６】計算装置により求められた動作パターンを示す別のグラフである。
【図７】第２実施形態による入力画面の一例を示す。
【図８】図７の設定に基づいて決定されるクッションパターンを示すグラフである。
【図９】第２実施形態による入力画面の別の例を示す。
【図１０】図９の設定に基づいて決定されるクッションパターンを示すグラフである。
【図１１】本発明の第３実施形態による動作設定装置のブロック図である。
【符号の説明】
【００６６】
１　被加工物、３　上金型、５　下金型、７　駆動モータ、７ａ　ドライバ、９　スライ
ド、１０　プレス機械、１１　変換機構（クランク軸）、１３　ピニオン、１５　メイン
ギヤ、１７　コネクティングロッド、１９　動作パターン記憶装置、２０　動作設定装置
、２１　スライド制御装置、２３　ダイクッション装置、２５　可動部、２５ａ　ブラン
クホルダ、２５ｂ　クッションピン、２５ｃ　クッションプレート、２７　駆動装置、２
７ａ　制御対象部、２９　クッションパターン記憶装置、３１　クッション制御装置、３
３　入力装置、３５　表示装置、３７　計算装置、３９　データ管理装置、
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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